
2 当 社は、天災地変、戦乱、暴動、運送 ・宿泊機 関等の旅行サー ビ

ス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サー

ビスの提供その他の 当社の関与 し得 ない事 由が生 じた場合 におい

て、旅行の安全かつ円滑な実施 を図 るためやむを得 ない ときは、旅

行者にあ らか じめ速やかに当該事 由が関与 し得 ない ものである理

由及び当該事由との因果関係 を説明 して、契約内容 を変更す ること

があ ります。ただ し、緊急の場合 において、やむを得ない ときは、

変更後に説明 します。

(旅行代金の額の変更)

第十四条 受 注型企画旅行 を実施す るに当た り利用す る運送機 関につ

いて適用を受ける運賃 ・料金 (以下 この条において 「適用運賃 ・料

金Jと いいます。)が 、著 しい経済情勢の変化等 によ り、受注型企

画旅行の企画書面の交付の際 に明示 した時点において有効な もの

として公示 されている適用運賃 ・料金 に比べて、通常想定 され る程

度 を大幅に超 えて増額又は減額 され る塀合 においては、当社は、そ

の増額又は減額 され る金額の範囲内で旅行代金の額 を増加 し、又は

減少することができます。

2 当 社は、前項の定めるところによ り旅行代金 を増額す るときは、

旅行開始 日の前 日か ら起算 して さ かのぼ つて十五 日目に当たる

日より前に旅行者にその旨を通知 します。

3 当 社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がな され るときは、

同項の定めるところによ り、その減少額だけ旅行代金 を減額 します。

4 当 社は、前条の規定に基づ く契約内容の変更によ り旅行の実施に

要する費用 (当該契約内容の変更のためにその提供 を受けなかつた

旅行サー ビスに対 して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれ

か ら支払わなけれ ばな らない費用を含みます。)の 減少又は増加が

生 じる場合 (費用の増加が、運送 ・宿泊機 関等が当該旅行サー ビス

の提供を行 っているにもかかわ らず、運送 ・宿泊機 関等の座席、部

屋その他の諸設備 の不足が発生 した ことによる場合 を除 きます。)

には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額

を変更することがあります。

5 当 社は、運送 ・宿泊機関等の利用人員によ り旅行代金が異なる旨

を契約書面に記載 した場合において、受注型企画旅行契約の成立後

に当社の責に帰すべ き事 由に よ らず 当該利用人員 が変更になった

ときは、契約書面に記載 した ところによ り旅行代金の額 を変更す る

ことがあ ります。

(旅行者の交替)

第十五条 当 社 と受注型企画旅行契約 を締結 した旅行者は、当牛の承

諾を得て、契約上の地位を第二者に譲 り渡す ことができます。

2 旅 行者は、前項に定める当社の承諾 を求めよ うとす るときは、当

社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料 ととも

に、当社に提出 しなければな りません。

3 第 一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があつた時に効力を

生す るt)のとし、以後、旅行契約上の地位 を譲 り受 けた第二者は、

旅行者の当該受注型企画旅行契約 に関す る一切 の権利 及び義務 を

承継するものとします。

て、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
一 旅 行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該

旅行に耐えられないと認められるとき。

二 旅 行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実

施を妨げるおそれがあると認められるとき。

三 旅 行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた

とき。

四 ス キーを目的 とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施

条件であつて契約の締結の際に明示 したものが成就 しないおそ

れが極めて大きいとき。

五 天 災地変、戦乱、暴動、運送 ・宿泊機関等の旅行サービス提供

の中止、官公署の命令その他の当社の関与 し得ない事由が生じた

場合において、契約書面に記載 した旅行 日程に従つた旅行の安全

かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極め

て大きいとき。

六 通 信契約を締結 した場合であつて、旅行者の有するクレジット

カー ドが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又

は全部を提携会社のカー ド会員規約に従つて決済できなくなつ

たとき。

七 旅 行者が第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する

ことが判明したとき。

2 旅 行者が第十二条第一項の契約書面に記栽する期日までに旅行代

金を支払わないときは、当該期 日の翌日において旅行者が受注型企

画旅行契約を解除 したものとします。この場合において、旅行者は、

当社に対 し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支

払わなければなりません。

(当社の解除権―旅行開始後の解除)

第十人条 当 社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であつても、

旅行者に理由を説明 して、受注型企画旅行契約の一部を解除するこ

とがあります。
一 旅 行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の

継続に耐えられないとき。

二 旅 行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他

の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅

行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱 し、当該

旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

三 旅 行者が第七粂第二号から第五号までのいずれかに該当する

ことが判明したとき。

四 天 災地変、戦乱、暴動、運送 ・宿泊機関等の旅行サービス提供

の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生 じた

場合であつて、旅行の継続が不可能となつたとき。

2 当 社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除 したとき

は、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かつてのみ消滅 し

ます。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービス

に関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとしま

す。

3 前 項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだそ

の提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当

該旅行サー ビスに対 して取消料、違約料その他の既に支払い、又は

これから支払わなければならない費用に係る金額を差 し引いたも

のを旅行者に払い戻します。

るものではありません。

第
:骨告骨二撓るこ影
2 論絵詠転名銅ど晋+4予祐発地に戻るための旅行に要する一切の費
用は、旅行者の負担とします。

第四章 契 約の解 除

(旅行者の解除権)

第十六条 旅 行者は、いつで も別表第
一に定める取消料 を当社に支払

つて受注型企画旅行契約を解除す ることができます。通信契約を解

除十 る場 合にあつては、当社は、提携会社のカー ドによ り所定の伝

票′ヽの旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。

2 旅 行者は、次に掲げる場合 において、前項の規定にかかわ らず、

旅行開始前に取消料 を支払 うことな く受 注型企画旅行契約 を解除

することができます。
一 当 社によつて契約内容が変更 された とき。ただ し、その変更が

別表第二上欄 に掲げ るものその他 の重要 な ものであ るときに限
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